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認定こども園とは  

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、就学前の子どもに教育と保育を一

体的に行う施設です。 

３歳以上児においては、保護者の就労などによって８時間以上の保育を受ける保育認定児と従来

の幼稚園児と同じように５時間半以内の教育を受ける教育標準時間認定児を混合クラスにし、幼

稚園教育要領及び保育所保育指針の目標が達成されるように、教育及び保育を提供します。 

 

入園基準（入園資格） 

 

令和３年４月１日現在、高野町に住所を有し、１歳から５歳児（就学前）までの児童  

（平成令和３年４月１日までに高野町に転入予定の児童を含む）  

◆入園対象児年齢 

 

≪１歳児≫ 平成３１年４月２日～令和２年４月１日生  

 

≪２歳児≫ 平成３０年４月２日～平成３１年４月１日生  

 

≪３歳児≫ 平成２９年４月２日～平成３０年４月１日生  

 

≪４歳児≫ 平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生  

 

≪５歳児≫ 平成２７年４月２日～平成２８年４月１日生 

 

注）  

 入園を希望される方に、利用のための認定を受けていただきます。 

  年齢および保育の希望の有無によって３つの認定区分が設けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

   

１号認定 教育標準時間認定 

（満３歳以上） 

   

保育に欠ける、欠けないに関わらず、幼稚園等での教育を希望される場合 

利用時間：（月～金曜日）８時３０分～１４時００分  

土曜日、日曜日、国民の祝日、夏休み、冬休み、学年末 

 

２号認定 保育認定    ３号認定 保育認定 

（満３歳以上）      （満３歳未満） 

 

  保育を希望し、かつ保育の必要な事由に該当することが必要です。  

保育の必要な事由とは･･･  

① （家庭外労働）常に家庭の外で仕事をしていて、児童の保育ができない場合  

② （家庭内労働）家庭内で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をしていて、児童の保育が 

できない場合  

③ （母親の出産等）母親が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があるので、児童の保育が 

できない場合  

④ （病人の看護等）児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害を有する人がいて、保護 

者がいつもその看護にあたっており、児童の保育ができない場合  

⑤ （家屋の災害）火災や風水害、地震などの被災により、家屋を失ったり、破損したため、 

 その復旧の間、児童の保育ができない場合 

⑥  上記①～⑤に類することで明らかに児童の保育ができないと、特に高野町長が認める場合  

保育時間：（月～金曜日）７時３０分～１８時３０分 「保育標準時間」 

                        ８時３０分～１７時００分 「保育短時間」 

        （土曜日）  ８時３０分～１２時００分 

日曜日、国民の祝日、年末年始は休園 

 

注）  

 ２号・３号認定に当たっては、保育に欠ける事由が就労（家庭外労働・家庭内労働）に 

該当する場合、保育の必要量に応じて次のいずれかに区分されます。 

 

「保育標準時間」利用 

  

フルタイム就労を想定した利用時間（最長 11時間） 

 

「保育短時間」 利用 

 

パートタイム就労を想定した利用時間（最長 8時間） 
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 預かり保育（１号認定児のみ対象） 

 

預かり保育の対象者は、実施園の１号認定児で、保護者が次の各号に掲げる事情により預かり

保育の利用を希望する場合とする。 

①  保護者の就労 

②  保護者の傷病・出産による入通院 

③  保護者の災害・事故 

④  保護者の家族の通院・看護・介護 

⑤  上記①～④に類することで明らかに児童の保育ができないと、特に高野町長が認める場合 

※保育料とは別に利用料が必要です。 

 

早朝・延長保育（保育短時間利用児のみ対象） 

 

早朝・延長保育の対象者は、実施園の「保育短時間」利用児で、保護者が次の各号に掲げる事

情により早朝・延長保育の利用を希望する場合とする。 

①  保護者の就労 

②  保護者の傷病・出産による入通院 

③  保護者の災害・事故 

④  保護者の家族の通院・看護・介護 

⑤  上記①～④に類することで明らかに児童の保育ができないと、特に高野町長が認める場合 

※保育料とは別に利用料が必要です。 

定  員 

認定区分 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定 ― ― ４名 ４名 ４名 １２名 

２号認定 ― ― １６名 １６名 １６名 ４８名 

３号認定 ３名 １３名 ― ― ― １６名 

定員 ３名 １３名 ２０名 ２０名 ２０名 ７６名 

 

募集人数  

１歳児から２歳児は３号（保育）認定児のみ、３歳児から５歳児は１号（教育）認定児と２号

（保育）認定児を募集します。 

 

各学年 若干名（新入園児） 

 

保育料 

平成 29 年度から、高野町独自の施策として、１歳児から５歳児のすべての子どもに対して、

保育料及び給食費は無料です。 
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保育料参考（子ども子育て支援新制度ハンドブック引用） 

 

 

 通園方法（通園バス） 

  保護者による送迎が基本ですが、サービスとして通園バスを運行します。 

  ・利用可能園児：2歳児から 5歳児 

   ※但し、園周辺の園児については、保護者にて送迎 

  ・通園バス利用希望者は、入園決定後、所定の申請書を提出 

 

制服 

  制服及び体操服・スモックを着用予定。 

 

給食 

  完全給食（全園児対象）を実施します。 

  （原則、アレルギー食等個別食についても可能な限り対応します） 

 

その他 

  絵本代、保護者会費、その他教材費等が必要です。 



5 

 

  

入園申込について 

 

「在園児」 

  書類配布：高野町役場福祉保健課 

  受 付 先：高野町役場福祉保健課 

  受付期間：令和 2年 10月 1日～令和 2 年 10月 30日 

 

「新入園児」 

書類配布：高野町役場福祉保健課 

受 付 先：高野町保健福祉センター１階 和室 

受付期間：令和 2 年 11 月 2 日（月）・令和 2年 11 月４日（水）・令和２年 11 月５日（木） 

受付時間：午前 9 時 50 分～午前 11 時 20 分 

 面  接：午前 10時～午前 11 時 30分 

※書類提出時にお子様と一緒に面接をいたします。 

 

次の書類を整えて申し込んでください。 

 

 ◆提出書類 

 

①支給認定書兼入所申込書（第１号様式） 

  児童１人につき１枚必要です。 

  「入園児童の家庭の状況」欄は入園の可否を決める際の資料としますので、記入もれの 

ないように正しく記入し、書ききれないときは別に用紙を付けてください。 

また、施設（幼稚園、保育所、認定こども園等）を利用するためには、「支給認定」をお住まい

の市町村で受ける必要があります。３つの区分の認定に応じて施設の利用先が決まっていきま

す。 

  保育を希望する場合、「保育の必要性」の認定の手続きが必要となります。 

お子さんの年齢や、保護者の就労状況、家庭状況から、市町村が保育の必要性を判断し、認定

証を発行します。 

 

②添付書類 

 保育を希望される場合のみ提出が必要です。 

保護者の状況 添付書類 備考 

勤務している方 第２号様式 

証明願 

（勤務等証明書） 

勤務先等による証明 

内職をしている方 雇い主等による証明 

勤務が内定している方 証明が受けられない場合は、 

入園申込に関する理由書（第４号様

式）の提出 

自営業の方 第３号様式 

（証明願） 

地区民生児童委員による証明 
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妊娠中の方 第４号様式 

（入園申込に関する 

理由書） 

母子手帳の写し 

疾病、障害をお持ちの方 医師の診断書等または 

障害者手帳の写し 

家族の介護（看護）中の方 医師の診断書 

求職活動中の方 ハローワーク登録証の写しまたは、

就労活動証明書 

 

 ※勤務状況等が把握できない場合は、勤務先等に連絡させていただくこともありますので 

あらかじめご了承ください。 

 

◆注意事項 

・入園申込後、家族構成や申込内容（保育時間など）に変更があった場合は届け出が必要です。 

  ・先着順ではありません。特に保育の認定に当たっては、保育を必要とする事由や就労形態、 

就労時間について審査します。 

  ・在園児についても新たに申込書が必要となります。また、保育の必要性の認定の有効期間に

ついては、保育の必要性の事由にもよりますが、２号認定については小学校就学前まで、３

号認定については満３歳の誕生日までが基本となります。認定区分に変更が生じた方も新た

に申込書を提出してください。 

 

入園決定までの予定 

 

１１月中旬～ 入園申込書類審査 

 １月上旬  入園の可否を通知します。 

 

【入園が決定された方】 

   ３月～随時 利用決定書を通知します。 

   ４月上旬  入園式 

    

   ※新入園児は「ならし保育」を実施します。 

    「ならし保育」期間として基本、入園後１週間、給食後のお迎えをお願いします。 

 

   ※家庭保育の推進 

    保護者の方の仕事が休みの際は家庭保育にご協力ください。但し、保護者の方の仕事が 

休みで保育を希望される場合はそのことをお知らせいただき、お迎えの場合は午後５時まで

に来園してください。（原則として） 

 

   ※入園説明会のお知らせ 

    入園が内定しましたら、入園説明会を実施致しますのでご参加お願い致します。 

 

   内容：入園までにご用意していただく物の説明など 

   日時：１月下旬～２月上旬ごろ（予定） 


